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平成 29 年２月２８日 

 

平成 27 年度補正予算 IoT サービス創出支援事業 成果報告書 

 

代表団体名 （株）電通 

共同実施団

体名 

ICT CONNECT 21（（株）サイバー・コミュニケーションズ、（株）システムデ

ィ、（株）リクルートマーケティングパートナーズ、（株）内田洋行） 

実証事業名 学校授業のための学習空間状態と事前学習理解度の最適化 

実証地域 神奈川県南足柄市（岩原小学校） 

対象分野 教育 

事業概要 IoT 機器から取得した各種学校保有情報を活用した知的生産性最大化のため

の換気介入および教材レコメンドによるアダプティブ・ラーニングの実現。 

実施期間 平成 28 年７月～平成 29年２月 
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１．IoT サービスの創出・展開に当たって克服すべき具体的な課題 

本実証実験を通じて整理された課題について、法および制度的課題と、技術および

運用的課題に分けて以下に整理する。 

 

1.1 法および制度的課題 

1.1.1 学校保有情報の法的な位置付けや利活用方法が不明 

個人情報でも著作物でもない環境情報は、法律上の特別な管理対象ではない。しか

し、教室内の大気状態の測定結果から、二酸化炭素や気温により教室の空室状態を把

握できる。このため、空室状態の第三者への公開が防犯観点等で一定の管理が必要な

可能性があることが分かった。 

 

1.1.2 学校保有個人情報の利活用可能条件が不明 

学校授業などの公教育の責任範囲で取得された校務情報や学習記録データ[1]などの

個人情報（以下、学校保有個人情報とする）は、地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律（以下、地方教育行政法）第21条第5項、第32条に基づき教育委員会の判断で利

活用が可能である。ただし、各教育委員会にて利用するまでの方法は、所属自治体の

個人情報保護条例に従って取り扱われることとなるため、1750市区町村のそれぞれが

異なる基準で判断される [2]。そのため、自治体から民間へのデータ提供・共有方法は

非統一である。 

 

1.2 技術および運用上の課題 

1.2.1 タブレット機器の家庭持ち帰りに対する機器調達やセキュリティ設定方法が不明瞭 

本実証実験中に発生した最も大きな課題は、OSのセーフモード機能によってフィル

タリングが無効になることが判明されたことだった。このため、当初2ヶ月間の持ち帰

り学習を予定していたが、1ヶ月終了時点で持ち帰りを中止した。機器の調達の際は、

各種ガイドライン等を参照しつつ過去に教育事業等で実績のある端末を用いたが、OS

やアプリケーション特有の仕様の詳細は明らかにされておらず、対策方法も不明だっ

た。 

 

1.2.2 タブレット機器授業利用の際の保管庫出し入れや電源未充電への運用対策が不明瞭 

本実証実験中に発見された課題として、タブレット機器の物理的な移動や管理に対

する運用負荷が当初の想定より高いことであった。過去の教育ICT実証実験に関する事

例[3]の整理から、タブレット機器の保管庫への出し入れや電源未充電の課題自体は指

摘されていたが、実際的な運用方法のためのガイドライン[4]には、対応方法として反

映されていない。 
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1.3 参考文献 

[1]文科省, ‘学びのイノベーション事業 実証研究報告書’, 2-2-3, pp179, H26 

[2]鈴木, わが国の個人情報保護法制の立法課題‘’, 総務省 パーソナルデータの利用・流通に関する研究

会（第 4 回）, H25 

[3]内田洋行, ‘「教育分野における効果的な ICT 利活用を推進するための調査研究」報告書’, 総務

省, 教育分野における効果的な ICT 利活用を推進するための調査研究, 2013 

[4]総務省, ‘教育 ICT の新しいスタイル クラウド導入ガイドブック 2016’, 総務省, 先導的教育シ

ステム実証事業, H27 

 

２．IoT サービスの創出・展開に当たって克服すべき具体的な課題の解決に資する 

リファレンス（参照）モデル 

本実証事業で構築したリファレンスモデルは、全体を「換気介入」と「アダプティ

ブ・ラーニング」の二つのモデルで構成する。アダプティブ・ラーニングは、「授業

支援」「家庭学習」「データ連携」「授業準備」の4要素で構成される。 

 

図 1 リファレンスモデル 

2.1 知的生産性最大化のための換気介入モデル 

本活用例は、教室内等に設置された環境センサより取得した二酸化炭素濃度や気温

等の情報を適切に可視化することで換気介入を行う。村上らの研究[1]で、「1人当たり

の換気量と学習効率の間に対数近似のもとにR=0.82（p<0.002）」と「室温25.2度を基
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準に1度の室温上昇または下降により学習意欲は0.6%する可能性がR2=0.42（p<0.12）」

が認められており、公的にも教室内を二酸化炭素濃度1500ppm以下に保つことが定め

られている[2]。 

しかし、研究結果[3]によれば、「ストーブによる採暖時では10回/hの換気回数を実

現しなければならなくなる。もし，このような激しい換気をすれば、熱損失が膨大に

なることや、これ以外にも寒気の流入によってとうてい勉学生活できる状況ではなく

なる。」とされており、全国の学校の2割以上、地域によっては4割の学校がストーブ

による運用を行っている状況[4]にも関わらず適切な換気方法についての方法論が明ら

かではない。 

こうした課題に対応するため、IoTセンサによる大気情報の把握による対策を目的と

して、本活用例の要件を以下にように定める。 

 教室内の温度および二酸化炭素濃度を適切な精度と間隔で測定すること 

 取得された環境情報を適切に管理できること 

 教室内の環境状態に基づいて適切な精度で教室内の教員等に状態通知すること 

 

2.2 教材レコメンドによるアダプティブ・ラーニング実施モデル 

本モデルは、データ連携により各種情報を教材サービスに集約し、集約したデータ

から分析した教材レコメンド情報を教員に送ることで教員主導によるアダプティブ・

ラーニングを実現する。 

本リファレンスモデルは、「授業支援」「家庭学習」「データ連携」「授業準備」

の四つのモデル（以下、授業支援モデル、家庭学習モデル、データ連携モデル、授業

準備モデル）により構成される。 

本活用例の要件は、以下の各モデルの要件として示される。 

 

2.2.1 授業支援モデル 

授業支援モデルは、毎時間授業の5分以内を利用して行う小問題や、新単元の学習前

に関連知識の習熟度を確認するレディネスチェックを行うことを要件とする。関連知

識の習熟度とは、例えば、体積の新単元実施前に面積の理解度の確認が挙げられる。 

また、次項で述べるように、家庭学習時に取得した学習記録データと併せて分析等

に使用可能であることを機器または教材の要件とする。 

 

2.2.1.1 一斉開始と一斉終了が可能であること 

一般的な家庭学習向けの学習教材は、個々の個別学習を目的とする。このため、対

象クラス全員に対して教員が一斉に問題の開始や終了を行う機能を有さない。しかし、
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授業支援の要件としては、プリント配付時間の削減効果という観点も含めて必須機能

である。また本機能は、教室環境の特性上、必ずしもネットワーク品質が保証されな

い環境下でも安定した一斉動作の保障が求められる。 

 

2.2.1.2 形成的評価のための一問一答型の UI であること 

授業中の小問題実施においては、出題問題の正否率の確認よりも各問題の誤答内容

に応じた誤概念の修正を行うことが重要である。教材によっては、個々の問題に対し

ての正否を学習者に通知することは想定されていないが、本モデルにおいては、個々

の問題の正否を即時にフィードバックされることが求められる。 

 

2.2.1.3 教科書との対応関係が整理された問題を用いること 

授業は基本的に教科書の内容に沿って実施されるため、小問題やレディネスチェッ

クで利用される問題については、教科書に記載された問題を利用できることが望まし

い。外部教材サービス側の問題を利用する場合、教科書進度に沿った問題の利用が必

要とされる。 

 

2.2.1.4 教員が解答状態を授業中に確認できること 

家庭学習教材の場合、複数学習者の学習状態をリアルタイムに把握するような機能

は必須ではない。しかしながら、本モデル中のタブレット機器に対する教員の期待は、

小問題やレディネスチェック実施中の状態を座席配置に基づいて直観的に把握するこ

とである。 

 

2.2.1.5 タブレット機器の破損や交換に対応可能であること 

家庭持ち帰りを前提としたタブレット機器の授業利用の場合、タブレット機器の破

損、持参忘れ、充電忘れなどを前提とした対応が求められる。そのため、代替機によ

る運用を前提とすることが求められる。 

 

2.2.2 家庭学習モデル 

家庭学習モデルは、宿題等の家庭学習をICT機器やIoT機器で行うことで、学習者の

積極的な学習に寄与することで、効率的な学習効果と学習記録データの獲得を行うこ

とを目的とする。本モデルについても、授業支援モデルと同様に、授業で取得された

学習記録データと併せて分析可能であることが機器または教材の要件である。 
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2.2.2.1 アプリケーションやウェブブラウジングの利用制限を行えること 

タブレット機器などを家庭に持ち帰る場合、各学校のセキュリティポリシーや家庭

から取得した利用同意条件に基づいて、フィルタリングやMDM（Mobile Device Mana

gement）等によるセキュリティ設定が行えなければならない。 

 

2.2.2.2 家庭負担がない形で家庭内からの通信環境を有すること 

本モデルで想定する外部教材サービスは、ネットワーク環境を前提とするため、本

事業では各家庭にネットワーク環境も配付することが求められる。また、動画コンテ

ンツによる学習方法を想定する場合、回線速度についても十分な品質が必要とする。 

 

2.2.3 データ連携モデル 

データ連携モデルは、学校が保有する学習記録データ等の情報を外部教材サービス

と連携することで、データを集積したデータ利活用サービスを行う環境構築を目的と

する。改正個人情報保護法では、本人同意に基づいて個人情報の流通方法が規定され

ており、本人同意の取得方法についてもガイドラインが整備されつつある[5]。 

地方教育行政法や各自治体の個人情報保護条例に従う学校保有個人情報の利活用に

対して、本人同意の位置付けは明確ではないが、本人同意の内容が個人情報利活用の

判断の際の有力な要素となりうる。 

そのため、本リファレンスモデルでは、教育委員会が保護者の同意に基づいて学校

内で取得した学習記録データを任意の外部教材サービスに提供できることとして、同

意を取得する際、家庭ごとの方針の違いを考慮し、提供可能な情報を段階的に選択可

能な段階的な同意[6]に基づくモデルを構築した。 

 

2.2.3.1 保護者からの個人情報利用同意が取得できること 

保護者からの同意の取得は、地方教育行政法に基づき、教育委員会名義で発行され

る同意書に対して保護者の署名を得ることが要件となる。署名の取得方法としては、

事前に説明会を行った上で同意書を配布し、後日の回収を想定する。また、本事業の

目的として、同意を得る際に段階的な同意が可能とすることを要件とした。 
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図 2 段階的な同意に基づくデータ提供 

 

2.2.3.2 個人情報の利用同意に基づいたデータ連携が行えること 

この要件は、段階的な同意が取得された際に、同意の条件に基づいて安全にデータ

連携を行うことを目的とする。アクセス制御の技術的な仕様は、ISO_IEC_10181-3[7]

などで定義された国際標準仕様に準拠を要件とした。 

 

2.2.4 授業準備モデル 

授業準備モデルは、外部教材サービスの教材レコメンド等に基づいて授業や宿題の

準備を行うことを目的とする。本実証事業が目指す教材連携モデルは、学習記録デー

タに基づく分析結果を一旦教員に集約し、授業による指導や学習者ごとの宿題に活用

することにより、既存の授業運営方法に基づいたアダプティブ・ラーニングを可能と

する。 
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図 3 リファレンスモデル全体のデータフローにおける授業準備の範囲 

 

2.2.4.1 学習記録データに基づく教材のレコメンドが行えること 

本リファレンスモデルで実施するアダプティブ・ラーニングは、学習記録データの

分析結果を即時かつ直接に学習者へ通知する方法ではなく、分析結果を一旦教員に預

けることで実施する。そのため、適切な教材レコメンド結果を確実に教員に届けつつ、

教員の負荷を最小限に抑えた教材レコメンド実施が要件となる。 

 

2.2.4.2 日々の宿題実施状況を確認できること 

教材レコメンドの実施には、家庭学習に教材サービスを用いることで学習記録デー

タを取得することが条件となる。通常、学校の宿題は締切日に教員に提出され、教員

の添削が行われる。教員は添削を通じて、実施の有無や解答の正否のみではなく、誤

解答の傾向などの情報を当日中に取得することで、翌日の授業内容に反映させる。こ

のため、宿題を教材サービスに代替させる際は、既存の宿題と同様に宿題実施状況を

翌日には確認できなければならない。 

 

2.3 参考文献 

[1] 村上周三, ‘知的生産性研究の展望，空気調和・衛生工学’，第 81 巻(1)，pp.3-8, 2007 

[2] 文部科学省, ‘［改訂版］学校環境衛生管理マニュアル「学校環境衛生基準」の理論と実践’, 2-1-1, 
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H22 

[3] 服部芳明, 橘田紘洋, ‘木造校舎教室内の炭酸ガス濃度と換気について’, 鹿大農学術報告, 第 42 

号, p.141-148, 1992 

[4] 吉野, 他, ‘公立小学校における暖冷房・換気設備の地域別整備状況および使用実態’, 日本建築

学会環境系論文集 第 74 巻 第 639 号 pp643－650, 2009 

[5] 経産省, ‘消費者向けオンラインサービスにおける通知と同意・選択に関するガイドライン’, 商

務情報政策局 情報経済課, H26 

[6] 森田, ‘患者中心の情報管理とそれを可能にする新しいインフォームドコンセント’, 情報管理, 

Vol. 57 No. 1 P 3-11, 2014 

[7] ISO/IEC 10181-3:1996, Security frameworks for open systems: Access control framework 
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３．IoT サービスの創出・展開に当たって克服すべき具体的な課題の解決に必要と  

考えられるルール整備等 

3.1 個人情報保護条例の見直し 

学校保有個人情報の外部提供は、外部提供自体が法的に許可されたとしても開示方

法が窓口や書面による手続きなどに限定される場合、必ずしも本リファレンスモデル

の適応が保障できない。 

学校保有個人情報を任意の手続きで利用可能することは、条例で定めることで可能

である。例えば、神奈川県平塚市の個人情報保護条例第22条では、口頭による個人情

報開示方法を認めている。 

実施機関があらかじめ定めた保有個人情報については、第１５条第１項の規定 にかか

わらず、開示請求は、口頭により行うことができる。実施機関は、前項の規定によりあら

かじめ定めた保有個人情報について開示の請求があったときは、第１９条の規定にかかわ

らず、開示諾否決定をしないで、速やかに、前条第２項及び第３項に規定する方法により

開示をするものとする。 

ただし、議論が先行する改正個人情報保護法を含む既存の個人情報保護法制では、

本人認証方法や代諾方法の整理がされていない点は考慮が必要である。また、既存の

調査[1]により利活用可能な個人情報の項目には個人差があるため、多様な本人同意の

条件に基づくデータ利活用方法が可能なこと前提とすることが有効である。 

 

3.2 本人同意および代諾に基づくアクセス制御ための標準規格 

前節で述べられた多様な本人同意の条件に基づくデータ提供は、教育委員会や学校

などが手動で行うことは非現実的であるため、システム間連携としてのアクセス制御

の仕組みが必要となる。本用途のシステム間連携は、本人同意および代諾に対応する

許認可のデータのあり方の他、多様な外部教材サービスとの連携が想定される個人情

報の入出力部分についても標準化が必要となる。 

 

図 4 ISO_IEC_10181-3に基づくアクセス制御機能 
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3.3 クラウド導入ガイドブック 2016 および関連別冊の見直し 

本リファレンスモデルのような家庭への機器持ち帰りを前提とする場合、各学校の

セキュリティ基準への対応が必要になる。しかし、既存のガイドブックには、具体的

なセキュリティ基準の実現のための機器設定や運用の組み合わせについては触れられ

ていない。 

また、学校外利用時の機器の破損や紛失、保護者の充電拒否や学習者の充電忘れに

よる未充電などへの対応方法を運用ガイドラインとして整備する必要がある。学校内

の機器およびIDとパスワードの運用についても、教室内に設置した保管庫への機器入

出力の動線や、IDとパスワードの保管方法について同様に整備が必要である。 

こうした個別具体的な問題の研究は、既存研究[2]でも触れられているが、汎用的な

運用のためのガイドライン化を行えるまで継続的な知見の蓄積に基づくガイドライン

の更新が求められる。 

 

3.4 参考文献 

[1] みずほ情報総研, ‘平成 24 年度 ICT 基盤・サービスの高度化に伴う新たな課題に関する調査研

究の請負報告書’, 総務省, H25 

[2]内田洋行, ‘「教育分野における効果的な ICT 利活用を推進するための調査研究」報告書’, 総務

省, 教育分野における効果的な ICT 利活用を推進するための調査研究, 2013 
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４．実証項目ごとの詳細 

本実証実験は、以下に記載する換気介入に関する実証項目とアダプティブ・ラーニ

ングに関する実証項目の二つについて、2017年12月1日から2018年1月31日まで、神奈

川県南足柄市立岩原小学校6年1組の24名、および6年2組の24名の2クラス48名を対象に

実施された。 

 

4.1 知的生産性最大化のための換気介入に関する実証項目 

本実証項目では、リファレンスモデルの実現に必要な要件に基づき、学校内外で取

得した大気状況データを専用のデータウェアハウスに収集し、分析結果を教員および

支援員と共有することで換気介入による知的生産性の最大化を実証した。 

 

4.1.1 実施方法 

4.1.1.1 利用機器の選定 

本実証項目で用いる環境センサは、各センサが3分間隔で気温・湿度・二酸化炭素濃

度の取得を行うものを選定した。また、取得した環境データを外部のデータウェアハ

ウスに集積するための、IoTゲートウェイを利用することとした。授業中利用されるス

トーブは、学校が所有していたものである。 

表 1 換気介入実証項目の利用機器一覧 

項目 製品名 提供元 調達数 

大気センサ NISSHA GS1A-A01WH 日本写真印刷㈱ 9 

IoT ゲートウェイ OpenBlocks EX1（EnOcean・3G 対応） ぷらっとホーム㈱ 4 

開放型ストーブ KBR-173 サンポット㈱ 2 

 

図 5 開放型ストーブ 
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4.1.1.2 換気介入の実施 

大気センサは、各教室の前後左右の4個所と屋外1個所に設置した。センサから取得

されたデータの利用方法については、タブレットデバイスのウェブブラウザで可視化

するためのダッシュボードアプリケーションを開発した。ダッシュボードアプリケー

ションは、教室内のいずれかのセンサの二酸化炭素濃度が1500ppmを超えた際に教員

または支援員に通知され、換気介入を促すことができる。 

本実験項目は、換気介入の効果検証を行うため、1月20日に換気介入に関する説明を

教員に対して行い，1月24日以降に実際の介入を開始した。 

 

図 6 大気計測用のセンサ設置 

 

 

図 7 大気状態のダッシュボード 
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図 8 ダッシュボードによる換気介入の通知 

 

4.1.2 実施結果 

実証校において授業が行われている日を稼働日とし、児童の登下校時間に合わせた

8:00～15:59までを分析の対象とした。また，換気介入に関する説明を行った1月20日と、

学校公開（授業参観）が行われた1月21日については除外を行っている。換気介入が行

われる前の稼働日は22日（176時間）あり、換気介入が行われた後の稼働日は6日間（4

8時間）であった。 

1時間の平均二酸化炭素濃度が1500ppm以上となったのは、介入前は6年1組が14時間

（7.96%）あり，6年2組が20時間（11.36%）であった。介入後は6年1組が1時間（2.08%）、

6年2組が2時間（4.17%）であった。 

表 2 1時間の平均二酸化炭素濃度が1500ppmを超えた時間の割合 

 6 年 1 組 6 年 2 組 

介入前 
7.95% 

14 時間／176 時間 

11.36% 

20 時間／176 時間 

介入後 
2.08% 

1 時間／48 時間 

4.17% 

2 時間／48 時間 

 いずれの学級も，介入の前後で1時間の平均二酸化炭素濃度が1500ppmを超えた割合

が減少しており，換気介入後の二酸化炭素濃度が抑制された。参考資料Aに介入前後の

比較を示す。 

換気介入によって室温が低下することが予測されるが，測定の結果，著しい室温の

低下は見られなかった。また，換気介入前は、特に6年2組において室温が25℃近くに

到達する場合が発生していたが、こうした事象も抑制された。 
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図 9 換気介入前後の室温の状態 
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4.2 教材レコメンドによるアダプティブ・ラーニングに関する実証内容 

本実証項目では、リファレンスモデルの実現に必要な要件に基づき、授業支援と家

庭学習で取得した学習記録データを教材事業者と連携し、分析結果を教員と共有する

ことで教員主導が可能なアダプティブ・ラーニングの実現性を実証した。 

4.2.1 実施方法 

本実証では、タブレット機器を用いた個別学習が基本となることから、過去の実証

事業において実績のある算数科を対象に実証事業を行った。 

また、本実証で用いる外部教材サービスは、小学生4年生から中学校3年生までの全

教科の学習コンテンツに対して動画およびドリル教材を有するリクルートマーケティ

ングパートナーズ社の「スタディサプリ」を用いた。教材レコメンド機能については、

同社が実証実験中の「デキるレコメンドβ版」を用いた。校務システムは、実証校へ

導入されている株式会社システムディの「SchoolEngine」を用いた。 

表 2 実証実験の前提となる利用機器一覧 

項目 製品名 提供元 

外部教材サービス スタディサプリ ㈱リクルートマーケティング

パートナーズ 教材レコメンド デキるレコメンドβ版 

校務システム SchoolEngine システムディ㈱ 

教材レコメンドに用いた「デキるレコメンドβ版」は、集積した学習記録データを1

~2週間ごとに分析し、教員を通じて学習者へスタディサプリ内の学習教材を推薦する

サービスである。本実証は、デキるレコメンドβ版の利用を前提に実証全体の設計を

行った。 

 

図 10 デキるレコメンドβ版 
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4.2.2.1 利用機器の選定 

リファレンスモデルの要件に基づいて、以下の機器を調達した。タブレット機器は、

本実証実験がウェブブラウザ機能のみを必要とする点と、自治体による導入の際の最

低限の性能を把握することを目的に、調達可能な範囲で最も安価なモデルを選択した。

また、破損対策に落下衝撃緩衝用のNBR（発泡ゴム剤）を装着した。 

 

図 11 発泡ゴム剤を装着したタブレット機器 

通信環境については、持ち帰り学習を行うためセルラーモデルを選択した。モバイ

ルルーターか通信SIMの直接利用か選択は、モバイルルーターの調達価格と紛失リス

クが上がることへの懸念と、実証実験以外の目的外利用の可能性を排除するために対

象外とした。ウェブブラウザは、ホワイトリスト機能と利用時間制限機能を有するウ

ェブブラウザを調達し、それ以外のアプリケーションの利用は無料のアプリケーショ

ンの利用制限ツールを用いることで制限した。 

 

表 3 アダプティブラーニング実証項目の利用機器一覧 

項目 製品名 提供元 調達数 

タブレット機器 GALAXY Tab 10.1 LTE SC-01D ㈱NTT ドコモ 53 台 

 通信 SIM カード Nifmo 法人シェアプラン ニフティ㈱ 50 枚 

 ウェブブラウザ i-Filter ブラウザー&クラウド デジタルアーツ㈱ 50 ライセンス 

 利用アプリ制限機能 アプリロック DoMobile Ltd. 50 ライセンス 

 落下衝撃緩衝材 安心クッションコーナー用極細 ㈱カーボーイ 192 個 

タブレット保管庫 ウチダタブレット PC 充電保管庫 6-728-4322 ㈱内田洋行 2 台 

 電源輪番機能 簡単デジタルプログラムタイマーPT70DW リーベックス㈱ 4 台 

 

タブレット保管庫は、本実証対象のクラスが24名/クラスであったため、22台収納可

能なタブレット保管庫を2台調達し、一部電源分岐を行うことで24台収納した。この保

管庫は、11台ごとに電源コンセントを有しているため、2台×2電源の4電源に対してデ

ジタルタイマーで輪番することで最大同時利用電流を2A×11台の22Aに設定した。教



 

18 
 

員用と予備機については、職員室での管理とした。 

 

4.2.2.2 授業支援の実施方法 

授業支援は、授業支援モデルに示される各種要件が、スタディサプリで提供するサ

ービスが対応しない部分が多かったため、クラウド上のウェブアプリケーションを校

内学習用のツールとして新規に開発して実施した。12月中の算数の授業中、普段実施

している5分間以内の小問題実施をタブレット機器で行うことを中心に実施した。12/1

5については、1月以降の新単元に対するレディネスチェックを実施した。 

 

一斉開始と一斉終了への対応 

教員用のアプリケーションから学習者のアプリケーションに対して、開始や終了の

指示が行える機能を実装した。 

 

形成的評価への対応 

形成的評価の要件に対応するため、一答ごとに正否を表示する機能を追加した。選

択問題を総当りして正解に至ることを防ぐため、誤解答の回数のカウンターを表示す

ることとした。これらのUIの詳細は、別添の参考資料Bを参照する。 

 

図 12 一斉開始と一斉終了 

 

教科書対応関係整理への対応 

デキるレコメンドβ版の要件として、スタディサプリの問題の利用結果のみに基づ

いて教材レコメンドを行う仕様となっていため、スタディサプリ上の問題を抽出し、

採用教科書とスタディサプリ問題のマッピングを行った上で小問題等を作成した。 
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解答状態確認への対応 

授業支援中の学習記録データの活用方法として、教員用のタブレット機器から学習

者の解答状態を一定間隔で正解・不正解・未回答の状態を確認する機能を実装した。 

 

教室内のタブレット機器運用への対応 

本実証実験では、タブレット機器の持ち帰りを前提とするため、教室内のタブレッ

ト機器利用は、機器の回収から開始する。機器の回収を行うことで、タブレット機器

自体の持参忘れや未充電への対応を行うこととした。併せて、1時間目のタブレット利

用は未充電時への対応のため対象授業は2時間目以降とした。 

 

図 13 タブレット機器教室内運用フロー 

 

4.2.2.3 家庭学習の実施方法 

家庭学習の実施方法は、タブレット機器および通信環境を含めたスタディサプリの

実施環境を持ち帰ることを前提に実施した。宿題の指示は、教員の判断で自由に出せ

る形で運用を行った。結果、1組については、 

 任意のドリルを最低限1単元実施すること 

とし、2組については、 

 1単元の指定したドリルを最低限実施すること 
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という形で実施した。 

 

4.2.2.4 データ連携の実施方法 

データ連携については、事前に同意取得用の資料を配布した上で、授業参観日に説

明会を実施することとした。データ連携機能については、校務システムおよび校内学

習ツールにアクセス制御機能を実装することで、取得した同意に基づいたアクセス制

御を実現準備した。 

 

同意書の設計 

本実証事業の同意書は、リファレンスモデルの要件に基づいて、教育委員会宛に段

階的な同意を行える形で設計した。同意の条件は、1. タブレットの利用自体を拒否さ

れる場合、2. 各種情報の利用可否が異なる場合、3. 個人識別がされなければ問題ない

場合の3パターンを想定し、タブレット自体の持ち帰り可否、成績・学習結果（小問題

結果）・出席、個人識別情報の利用可否の観点で段階を設定した。 

また、同意の取得前の準備として、実証実験開始前に生徒への機器取扱いに関する

説明会を行った上でIDカードを配布した。その後、保護者への実証実験内容の説明会

を実施して同意取得を行った。保護者向け同意取得文章は、別添の参考資料Cを参照す

ること。 

 

 

図 14 生徒向け利用方法説明会（約40分） 
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図 15 IDカードのサンプル 

 

図 16 保護者向け事業内容説明会（約10分） 

 

図 17 保護者向け事業内容説明会資料 
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段階的同意に基づくデータ連携の設計 

本事業では、学校保有個人情報を第三者提供により利活用するリファレンスモデル

を目指すため、校内学習ツールで取得したデータは、異なる教材事業者の学習記録デ

ータや紙媒体のプリントなどの場合であることも考慮し、校務システム同様に学校管

轄下のシステムに蓄積されることを前提とした。各コンポーネントの設計については、

別添の参考資料Dを参照すること。 

運用を含む全体のシーケンス 

同意の設計で、名前および出席番号等の既存IDが利用できないことを想定したシー

ケンスを設計した。外部教材ベンダーから発行されるIDに基づいてデータ連携を行う

ことで、外部教材ベンダーは、特定個人が推測できるIDを扱わない。具体的なシーケ

ンスについては、別添の参考資料Eを参照すること。 

 

4.2.2.5 授業準備の実施方法 

授業準備で行う処理は、日々の小問題や宿題の状況確認と問題作成を基本として、

週1度の教材レコメンドリストの送付で実施された。日々の小問題や宿題の確認は、既

存のスタディサプリの機能で実施することとし、問題作成機能は要件に合わせて実装

した。 

問題作成への対応 

問題作成は、授業準備の際に教員または支援員が適切な問題を自由に選択の上、配

信対象にできるUIを開発した。 

 

 

図 18 問題作成画面 
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教材レコメンドへの対応 

教材レコメンドは、毎週月曜日に前週月～日曜日の7日分の学習記録データから教材

レコメンドリストを作成し、編集可能な電子ファイルで学校に送付した。送付した教

材レコメンドリストは、月曜放課後に担当教員により内容の修正等を行い、翌火曜日

以降に必要に応じて家庭にも配布することとした。実際に配布した教材レコメンドリ

ストは、別添の参考資料Fを参照すること。 

教材レコメンドは、苦手克服を目的とした「苦手克服レコメンド」と得意領域を伸

ばす目的の「伸ばすレコメンド」を組み合わせて実施した。「苦手克服レコメンド」

は、「小5分数」の理解度が低い場合、前提で必要となる「倍数と約数」・「小数と整

数」・「小4分数」の教材をレコメンドする。「伸ばすレコメンド」は、「倍数と約数」

を理解できているので、「分数」や「比例」をレコメンドする。ただし、本事業の目

的は授業進度に沿ったアダプティブ・ラーニングの実施であるため、「伸ばすレコメ

ンド」の結果について、中学校レベルの問題のレコメンドについては行わないことと

した。 

 

図 19 レコメンド方法 
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4.2.2 実施結果 

本実証項目全体として、事前に十分な要求獲得が実施できた授業支援と家庭学習の

直接的な学習利用に対するシステムと、同意取得等の運用を含むデータ連携は、問題

なく実施ができた。しかし、授業支援と家庭学習の機器運用や、授業準備のシステム

および運用は、実証を通じて課題が発見された。 

 

4.2.3.1 授業支援の実施結果 

授業支援の実施結果は、校内学習ツールの利用を含めて授業中の実施結果には予定

外の事態は発生しなかった。しかし、授業前後の機器運用については、課題が発見さ

れた。 

 

 

図 20 授業支援の実施場面 

 

教科書問題との難易度の違いへの対応 

小問題に用いる問題は、十分に精査を行って採用したが、計算の桁上がりの有無な

どで実施した際に当初より難易度が高いなどの問題が発生した。タブレット機器の計

算機機能を併用することで対応を行った。 

 

タブレット機器の管理運用 

教室内でタブレットを使う意義が、PC設置教室への移動時間削減効果も期待されて

いた中で、タブレット機器およびIDカードが生徒の手元と保管庫を移動する時間ロス

が想定より大きかった。保管庫の前に列ができるため、授業内の数分が運用で消費さ

れてしまう。本実証では、支援員が予めタブレット機器とIDを配布することで対応し

た。 
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図 21 IDカードの整理 

 

 

図 22 タブレット機器とIDカードの事前配布 

 

4.2.3.2 家庭学習の実施結果 

家庭学習は、スタディサプリを利用する外部の学習者と比較して、学校外学習時間

の向上に見られた。また、過去の成績などの校務データを使うことで、よりパーソナ

ルなアダプティブ・ラーニングの制御が可能な余地が明らかになった。こうした学習

上の有用な知見が明らかになる反面、タブレット端末のセキュリティ設定に問題があ

り、2か月間の持ち帰り学習の予定を1か月に変更を余儀なくされた。 
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家庭学習状況の結果 

家庭学習の学習状況を分析した結果、参考資料Gに示されるように利用開始時期が近

い一般課金の小学生6年生と比較すると、本実証実験の対象者は1週間当たりの勉強日

数が多い傾向を示した。内容としては宿題に指定されたドリル実施が動画視聴を上回

る。動画視聴時間を比較すると、宿題内容を指定されない1組の視聴時間が上回った。 

教材レコメンドリストに対する実施率でみると、全体で57%の人がレコメンド授業

を取り組んだ結果となった。成績別にみると低い層ほどレコメンドに取り組んでいる。

取り組まれたレコメンドの種別としては、どの成績層でも、「伸ばすレコメンドに取

り組む傾向がみられた。 

 

 

図 23 レコメンド取組経験率 

 

図 24 苦手克服レコメンドと伸ばすレコメンドの比較 

別の観点は、授業で行った小問題に絡むレコメンドとそれ以外のレコメンドの比較

でみると、成績が低い層ほど小問題に絡むレコメンドに取組み、成績が高い層ほど小

問題以外で取り組んだ授業のレコメンドに取り組む傾向が明らかになった。 
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図 25 小テスト（小問題）絡みのレコメンドとそれ以外のレコメンドの比較 

セキュリティ設定ミスの発生 

本事業では、利用アプリ制限機能の設定を手動で設定したが、一部端末の設定ミス

により、家庭学習時の目的外利用が発生した。設定ミスの問題は再設定により対策で

きたが、その後、AndroidOSのセーフモードを利用して利用アプリ制限機能の回避する

対策不可能な問題があることがわかり、持ち帰り学習の予定を中止した。 

 

4.2.3.3 データ連携の実施結果 

本事業では、保護者説明会を通じて学校保有個人情報の利用に関する同意を取得し

た。46名の保護者から全項目の同意が得られたが、以下の得られないケースがあった。 

 1名の保護者から名前および出席番号の利用同意が得られなかった 

 1名の保護者から名前のみの利用同意が得られなかった 

 

図 26 取得した同意 

上記の非同意については、参考資料Eに示す通り、各学習者の識別子は教材サービス
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側で生成したものを利用することとし、学校保有個人情報である名前および出席番号

を利用しない設計としたため実証実験上の問題は生じなかった。 

 

4.2.3.4 授業準備の実施結果 

授業準備は、校内学習ツールの開発理由と同様に、家庭学習用に設計されたスタデ

ィサプリの学習状況確認機能が、学校からの利用要件に合わないことが明らかになっ

た。また、教材レコメンドリストについても、一定の評価を得つつも、配信間隔や粒

度について、学校の利用要件と差異があった。 

 

宿題実施状況の確認 

スタディサプリは、学習者ごとに1週間単位で学習状況を確認するUIを有しているが、

学校の宿題の運用で求められる要件は、前日の宿題の実施状況の一覧性のある確認だ

った。本実証では、教材レコメンドの配信日に合わせて、前日の実施ログを出力する

対応を行ったが、十分に教員の要望に対応できなかった。 

 

教材レコメンドリストの評価 

週一回発行される教材レコメンドリストは、学校と保護者から一定の評価を得た。

しかし、学校現場からは、算数などのほぼ毎日行う教科の授業と連動するためには、

即時の教材レコメンドリストが必要であるという意見があった。また、レディネスチ

ェックと連動させる観点でも、一週間後のレポートは学習の連続性のある単元には活

かすことが難しいという指摘があった。 

 

4.3 考察 

4.3.1 効果・便益の考察 

学習効果の観点で考察する。本リファレンスモデルに基づいた実証実験の結果とし

て、換気介入モデルの観点では、ストーブ利用時に換気の介入を行うことで、室内の

気温を一定に保ちつつ、効果的な換気が行えることが明らかになった。宿題を通じた

アダプティブ・ラーニングの観点では、スタディサプリの学習時間がその他の入会時

期が近い同学年の一般学習者と比較して勉強量が増えることが明らかになった。また、

過去の成績に基づく学習理解度を考慮すうことで、よりパーソナルなアダプティブ・

ラーニングを行う余地があることが明らかになった。二酸化炭素濃度と室温が学習効

率に影響することと学習時間が学力に影響することが明らかであることから、本リフ

ァレンスモデルは、学習効果があると言える。 

次に便益の観点で考察する。既存研究によれば、米国内の試算[1]によれば大気環境

の最適化による知的生産性の向上効果は2~20億ドルとされ、健康面で発生する社会的
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な費用削減効果も考慮すると最大で140億ドルの効果・便益が見込まれるとされる。教

育については、世界銀行の調査[2]により1976年当時の日本における公教育分野の初

等・中等および高校・高等の投資対効果をそれぞれ13.4%・10.4%・8.8%と推定された

例が挙げられる。また、Heckman[3]は、就学前教育の投資効果を15~17%と推定し、年

齢に比例して投資効果が下がることが示された。 

日本財団の調査[4]によれば子供の貧困に対策有無を現状シナリオと改善シナリオと

して分けて比較した場合、所得への影響がマイナス2.9兆円、税・社会保障の純負担が

マイナス1.1兆円という試算がされた。この調査の中は、改善シナリオに至る具体的な

方法に言及されていないが、卯月らの分析枠組み[5]によれば、世帯所得と学力または

学校外学習時間の関係は、学校外教育支出の投資モデルと教育費負担感の家族ストレ

スモデルを中心に説明されている。 

 

図 27 卯月らの分析枠組み 

卯月らの議論の中では、世帯所得の向上が学校外教育支出の増加と教育費負担感の

低下を両立できることを示しつつ、方法として所得補助と教育バウチャーのどちらに

よって補助学習費の支出向上および学力または学校外学習時間の向上に資することが

示唆されている。しかし、所得補助が少額であるばあい、補助学習費向上への有効性

は薄いことが宇南山の調査[6]により示されている。 

補助学習費の政策的な支援とは異なるアプローチとして、SES（社会経済的背景）に

よる学力格差の影響をある程度押さえ込んでいる学校も存在することが分かった[7]。

こうした学校の特徴として、①家庭学習の指導、②管理職のリーダーシップと同僚性

の構築、③実践的な教員研修の重視、④小中連携教育の推進、⑤異学年交流の重視、

言語に関する授業規律や学習規律の徹底、⑥都道府県、市レベルの学力・学習調査の

積極的な活用、⑦基礎・基本の定着の重視と少人数指導、少人数学級の効果、の7項目

が上げられている。 
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図 28 高い成果を上げている学校の共通の特徴 

このことから、日本財団のレポートに述べられる改善シナリオへの具体的な要件は、

所得補助でも教育バウチャーでもなく、公教育が生活指導や家庭学習に踏み込んで指

導するならば、SESを上げた結果としての生活指導と家庭学習の質向上と可換であると

いえる。これに基づき、本事業の対象であるICT・IoTによる良質な宿題実施および良

質な学習環境の確保は、卯月らの分析枠組みを参考に以下のように学力への関連を整

理することができる。 

 

図 29 学力に対する本事業の位置付け 
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教育レコメンドによるアダプティブ・ラーニングは、学力格差の影響をある程度押

さえ込んでいる学校の特徴のうち、①⑥⑦に対応するため、税・社会保障の純負担が

マイナス1.1兆円への改善シナリオに貢献が期待できる。また、知的生産性最大化のた

めの換気介入も、学校内学習効率を通じて間接的に学力への貢献が期待できる。 

 

4.3.2 今後の課題 

本事業を通じて明らかになった今後の課題について、一章で述べた各課題と対応さ

せて以下に記載する。 

 

4.3.2.1 法および制度的課題 

本事業の計画当初、環境情報は個人情報と著作物の定義外のため、管理対象の情報

とはみなしておらず外部への提供基準についても特に検討を行っていなかった。しか

し、2酸化炭素濃度の変化から教室の空室状況が推測できるため、防犯上の理由として

基準を持った管理の検討課題を発見した。 

本実証実験で対象となった環境情報は、民間分野でもBEMSやHEMSといった分野で

取扱い方法が検討されているため、後段で述べられる個人情報と同様に分野を跨いで

データ流通の可能性が高い。こうした状況を考慮したルール明確化が今後の課題であ

る。 

個人情報の利活用に関する課題明確化と段階的な同意に基づくデータ提供方法は、

一定の明確化を行うことができた。今後の課題としては、近年の司法判断である指導

要録の本人開示の事例等[8]を根拠とした、官民データ利活用推進基本法等に基づいた

学校保有個人情報の利活用ルールの整備を促すことが求められる。 

 

4.3.2.2 技術および運用上の課題 

今回の実証実験の結果、直接的な学習利用の要件については、事前に十分な要求獲

得が行えたこともあり、概ね良い結果を得ることができた。しかし、運用に関する要

件については、多くの課題が見つかった。特に、タブレット機器や通信環境の要件に

ついては、事前に十分な要求獲得と調達機器自体の特性が把握できなかったため問題

に発展した。 

 

 セーフモード時のウェブブラウザ機能制御を行えること 

Android端末は、基本的にセーフモードを有し、かつプリインストールでウェブブラ

ウザを有するため、十分な知識のある生徒に対してはフィルタリングが有効ではない。
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アプリケーション制御用ソフトウェアをプリインストールすることでセーフモード時

でも任意のアプリを起動させないことを意図した端末も存在するが、再起動時にアプ

リケーション制御用ソフトウェアの起動前に素早く設定メニューを操作することによ

って制御を無効化できる方法が知られている。モバイル回線経由のフィルタリングも

有効ではあるが、無料wifiなどを経由して回避される可能性も対策しなければならない。 

 

 保管庫による運用手順の省略 

授業支援の際に、校内学習ツールによるプリント配付時間の削減は、時間効率化の

観点から高い評価を得た。しかし、タブレット機器の保管庫への出し入れの時間コス

トと結果的に相殺されていたことが指摘された。 

タブレット機器の持ち帰りを行った場合、機器の破損・持参忘れ・充電忘れは基本

的に考慮しなければならない。本実証実験では、特に充電忘れが定常的に発生した。

現在、充電に対策するためには、保管庫への出し入れ自体を無くすことが望ましい。

予備の充電器を学校内で用意可能な運用を行うことができれば、根本的な解決が可能

である。今後の運用に関する実証として、充電池が脱着可能なタブレットデバイスの

利用や、モバイルバッテリーを別途運用することの効果検証が望まれる。 

 

 持ち帰り用通信環境の目的外利用の防止 

本リファレンスモデルでは、家庭負担のないことを前提に、セルラーモデルの通信

環境についても学校側からの提供を必要とする。方法としては、LTE通信機能を有す

るタブレット機器を用いるか、教室内のwifi整備と併せてモバイルルーター配布などの

方法で家庭に通信環境を提供するか、のいずれかとなる。本事業では、教室内のwifi

環境が教務用のネットワークでなかったことから、セルラーモデルで実施したが、SI

Mカードの脱着による目的外利用が課題として見つかった。モバイルルーターの提供

を適切な利用制限を行えない場合も、学習用のタブレット機器以外からの目的外利用

をどう防止するかが課題となる。 
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５．実施スケジュール 

 

実証項目 

平成 28 年  平成 29 年 

７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 

 

ア）換気介入に関する実証 

 

1.学習効率と大気環境の関連調査 

 

2.換気介入環境の構築 

2-1.ダッシュボードの設計・実装 

2-2.換気介入環境の構築 

2-3.換気介入の実証実験 

 

イ）ｱﾀﾞﾌﾟﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞに関する実証 

 

3.校内学習用ツールの開発 

3-1.学習ツールおよびデータ連携仕様

検討 

3-2.学習ツールおよびデータ連携シス

テムの構築 

3-3.ｱﾀﾞﾌﾟﾃｨﾌﾞ・ﾗｰﾆﾝｸﾞの実証実験 

3-4.レディネスチェック実施 

 

ウ）シンポジウム等の開催 

 

4.シンポジウム等の開催 

4-1.生徒説明会の開催 

4-2.保護者説明会の開催 

 

エ）成果報告書のとりまとめ 

 

5.成果報告書のとりまとめ 

 

        

 

 

説明会 

説明会 

説明会 
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６．実証終了後の計画等 

6.1 実証終了後の IoT サービス 

本実証実験は、コンソーシアムの参加各社が独立した項目の事業運営を既におこな

っているため、各社毎の事業で実施中のサービスを通じて本リファレンスモデルが実

施される。 

6.1.1 換気介入 

換気介入に関する内容は、㈱内田洋行によって校舎向けの大気情報管理ソリューシ

ョンとして商品開発が進められる。 

6.1.2 授業支援 

授業支援に関するに内容は、教育事業に携わる各社の教室環境における汎用的な学

習記録データ取得要件として各社のソリューションに反映される。 

6.1.3 家庭学習 

家庭学習に関する内容は、主に㈱リクルートマーケティングパートナーズのスタデ

ィサプリへの改善事項として利用される。 

6.1.4 データ連携 

データ連携に関する内容は、学習系ソフトとの連携インタフェース標準仕様を検討

していく上で反映するとともに、㈱システムディでは、校務支援ソフトと学習系ソフ

トとのデータ連携インタフェースとして商品開発を進める。 

6.1.5 授業準備 

授業準備の内容は、主に㈱リクルートマーケティングパートナーズのデキるレコメ

ンドβ版への改善事項として利用される。 

 
6.2 普及展開等 

本事業で明らかになった知見は、参考資料Hとしてまとめられる各種既存ガイドライ

ンへのコメントの形で普及展開に貢献する。個別のソリューションとしては、このコ

ンソーシアム参加各社の事業活動を通じて普及展開が行われる。 
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参考資料 A：教室内の二酸化炭素と気温の変化 

 

 

室内二酸化炭素濃度が高まっている例 6年1組 2017年1月20日 

 

 

室内二酸化炭素濃度が高まっている例 6年2組 2017年1月20日 
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換気介入による効果とみられる例 6年1組 2017年1月25日 

 

 

換気介入による効果とみられる例 6年2組 2017年1月25日 
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参考資料 B：校内学習ツール UI 

 
テスト開始待ち画面 

 

 
テスト解答画面（デフォルト） 
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テスト解答画面（正解） 

 

 

テスト解答画面（不正解） 
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テスト解答画面（２桁の解答時に正解） 

 

 

テスト終了待ち画面 
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テスト解答画面（縦画面） 
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参考資料 C：保護者向け同意取得文章  
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参考資料 D：本事業で利用した各システムのコンポーネント図 

 

 



 

45 
 

参考資料 E：本事業全体のシーケンス図 
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参考資料 F：教材レコメンドリストのサンプル  
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参考資料 G：家庭学習結果 
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参考資料 H：既存ガイドラインへのコメント 

H.1 換気に関するガイドラインについて 

換気に関する既存のガイドラインの記載は、「［改訂版］学校環境衛生管理マニュ

アル「学校環境衛生基準」の理論と実践」の「第5 日常における環境衛生に係る学校

環境衛生基準」の以下の通りである。 

（1）換気 

○ 教師は、授業の始めはもちろん授業の途中にも、換気が適切に行われているかどうかを点

検する。 

○ 休み時間のみならず授業中にも、窓の開放や換気扇等により換気を行い、同時に廊下側の

上部の窓（欄間）は開けておくこと。したがって、廊下側の窓が掲示物でふさがれていないか

等についても点検する。 

○ 冷暖房装置を使用する場合は、必ず換気装置を運転する。換気装置がない場合は、定期的

に窓開け換気を行うことが重要である。 

○ カーテンを閉めている場合には、換気を忘れがちになり、また、窓が開いていてもカーテ

ンによって換気が十分に行うことができないので留意する。 

○ 暖房をしている場合は、換気の回数を多くする。特に、の暖房器具（排気ガスが部屋に出

るもの）を使用する場合には有害ガス（一酸化炭素、二酸化窒素等）に注意する。このとき、

温度の過度の上昇や、垂直温度差（温度勾配）についても留意する。 

○ 図画工作（美術）や理科等の授業で、刺激臭のもの、接着剤やシンナー等の揮発性の有機

溶剤等を使用する場合は、換気を十分に行うように留意する。 

過去の基準では、「40 人在室で容積 180m3 の教室の場合の換気回数が、幼稚園・

小学校においては、2.2 回／時 以上、中学校においては、3.2 回／時以上、高等学校

等においては、4.4 回／時以上」と定められていたが現在は参考資料となっている。 

本事業の結果を受けて、の開放型暖房器具の利用は25名のクラス構成であっても二

酸化炭素濃度に強い影響を与えることが明らかになったため、以下の既存のガイドラ

インの一部の項目に追記を行えることが望ましい。 

○ 暖房をしている場合は、換気の回数を多くする。特に、の暖房器具（排気ガスが部屋に出

るもの、以下、開放型暖房器具）を使用する場合には有害ガス（一酸化炭素、二酸化窒素等）

に注意する。このとき、温度の過度の上昇や、垂直温度差（温度勾配）についても留意する。

一般的な開放型暖房器具は、利用開始から短時間で1500ppmに達するため、可能であれば大気

状態の常時計測を行う。 
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H.2 学校保有個人情報利用のためのガイドラインについて 

学校保有個人情報利用のための既存ガイドラインの記載は、「教育分野におけるク

ラウド導入に対応する情報セキュリティに関するガイドブック」の「2.2 法令やポリシ

ーに関する情報収集, (1) 個人情報保護に関する法令, b 個人情報を取り扱うための手

続きに関する確認」の以下の通りである。 

 個人情報保護条例の中には、個人情報を取り扱う場合の手続きが義務付けられている場合が

多くあります。個人情報保護審査会や、首長または特定部局への届け出や承認を求められる場

合があるため、それら手続きの方法について確認しておきます。 

この記載には、実際に学校保有個人情報の外部提供等がどのような理由で拒否され

るか、その理由についてどのように対応できるか、といった具体的な方法が触れられ

ていない。 

本事業の実証結果は、保護者との合意形成の方法を明らかにしたため、以下のよう

な追記を行えることが望ましい。 

 学校保有個人情報の外部提供等が不可となる理由として、保護者からの同意有無が問題視

される場合、段階的な同意が可能な形式で保護者からの学校保有個人情報の利用同意を取得

し、取得内容に基づいた外部情報提供を行うことも有効である。 

 段階的な同意の一例として、1.名前、2.学籍番号、3.その他任意の段階に分割された成績や

出欠などの情報の内、どの情報までなら利用可能かを段階的に同意できる形式が該当する。 

 



 

50 
 

H.3 タブレット機器持ち帰り学習のための端末選定ガイドラインについて 

タブレット機器へのセキュリティ設定の既存ガイドラインの記載は、「〇教育ICT

の新しいスタイル クラウド導入ガイドブック2016」の「2.5 導入段階までに整理すべ

きこと (7) まだまだあります！整理ポイント ④MDM（端末管理ツール）の検討」の

以下の通りある。 

MDMツールを利用すると、情報端末を紛失した際に内部のデータを遠隔操作により消去で

きたり、アプリケーションのインストール制限やWebフィルタリングの設定等を行ったりする

ことができます。 

また、追加したアプリケーションを一斉に配信したり、情報端末の設定情報をバックアップ

から復元したりする機能や、利用者から特定のアイコンしか見られないようにする機能を有す

るものもあります。さらに、Webフィルタリング機能の設定により、21時以降はインターネッ

トにアクセスできないようにする等の対応を図ることが可能なものもあります。 

MDMツールの代表的な機能は以下のとおりです。なお、全てのツールが全ての機能を有し

ているわけではないため、利用にあたっては機能等の確認が必要です。 

これらの項目は、Android OS特有のセーフモード機能による回避やiOSのjail break

等には触れられていないため、以下のような追記を行えることが望ましい。 

また、情報端末によっては、プリインストール以外のアプリケーションを無効化するセーフ

モードによるMDMの回避や、再起動時のMDM起動時間前にMDMを無効化する手順、また非

正規な手段で任意のアプリケーションを導入可能な場合が知られているため、利用端末のMD

M回避可否は各端末の仕様詳細を検討する必要があります。 

 


